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令和２年度

決算
　令和２年度の一般会計・特別会計・企業会計の決算が12月議会で認
定されました。
　町民のみなさんが納めた税金や、国・県から入ったお金の使いみちを
お知らせします。

一般会計 歳入総額……115億8,290万円（対前年度比　30.4％　　）
歳出総額……112億3,983万円（対前年度比　30.6％　　）
　新型コロナウイルス感染症対策に係る経費が大幅に増えたことで、歳入歳出とも前年度を大きく上回る決算規模となりました。

（単位：万円）

（※不足額は、過年度損益勘定留保資金等で補てん）

国民健康保険事業特別会計   
後期高齢者医療特別会計   
介護保険特別会計   
町立在宅訪問診療所特別会計
下水道事業特別会計   
農業集落排水事業特別会計
土地開発事業特別会計   

176,361
25,376
209,696
9,098
60,358
21,388
2,069

164,905
25,317
208,078
9,098
59,476
20,943
2,069

11,456
59

1,618
0

882
445
0

会　計　名 歳　入　額 歳　出　額 差　引　額

特
別
会
計

上水道事業（収益的収入および支出）
上水道事業（資本的収入および支出）

40,680
0

30,350
14,855

10,330
△ 14,855

会　計　名 収　入　額 支　出　額 差　引　額企
業
会
計

みなさんに納めていただいた税金

どこの市町村に住んでいても標
準的なサービスが受けられるよ
う地域格差を解消するため、国
から交付されるお金

国や県を通じて町に入ってくる
もので、道路整備や障がいをお
持ちの人への支援など、町の事
業の一部を国や県が一定割合負
担するもので、使い道が決めら
れているお金
（令和２年度は、町が行った新型
コロナウイルス感染症対策事業
に対して、３億９千万円のコロ
ナ臨時交付金が入ってきました）

国が認めたうえで、学校や公園、
道路などみなさんが利用する公
共施設を整備する資金の一部
を、町が銀行などから借入れる
お金

国に納められた消費税を一定の
ルールで町に配分されるお金

町　　税

歳入の主なもの
歳入全体
のうち
占める割合

地方交付税

国庫・県支出金

町　　債

地方消費税交付金

17.9％

35.3％

31.0％

6.0％

3.6％

＜歳出（性質別）について＞
・人件費…職員の給与、議員報酬、行政委員の報酬など
・扶助費…生活に困っている人や障がいをお持ちの人、児童、

高齢者への支援に必要なお金【児童手当、各種医療
費助成など】

・公債費…町が銀行などから借り入れた町債の返済に必要な
お金

・繰出金…法律や基準に基づいてほかの会計に支出するお金
【国民健康保険特別会計、介護保険特別会計などへ
の繰出金】

・物件費…町で事務を行うのに必要な経費や、施設の光熱水
費などの支払いに必要なお金【ごみ収集委託料、給
食の賄材料費など】

・普通建設事業費…学校や道路、河川や公園、施設などの整備
に必要なお金

・補助費等…団体などの活動支援に必要なお金【各種補助金】
（令和２年度は、国の施策である特別定額給付金 
1人10万円を支給するなど）

・維持補修費…公共施設の修繕に必要なお金
・積立金…将来に備え積み立てるお金【財政調整基金積立金

など】

一般会計
歳入

一般会計
歳出（性質別）

その他 依存財源
歳入総額　1,158,290万円

歳出総額　1,123,983万円

14,127万円 1.2％ 町税
206,242万円 17.9％

繰入金
1,577万円 0.1％

繰越金
27,401万円 2.4％

諸収入
14,475万円
1.2％

使用料および
手数料
5,824万円 0.5％

その他 自主財源
9,198万円 0.8％

地方消費税交付金
42,182万円 3.6％

国庫支出金
299,636万円 
25.8％

国庫支出金
299,636万円 
25.8％

県支出金
61,186万円 
5.2％

県支出金
61,186万円 
5.2％

その他
4,369万円 0.4％積立金

27,086万円 2.4％
積立金
27,086万円 2.4％

物件費
131,015万円 
11.7％

物件費
131,015万円 
11.7％

人件費
207,258万円
18.4％

扶助費
97,141万円
8.6％

公債費
85,989万円
7.7％

普通建設事業費
83,228万円
7.4％

義務的経費
390,388万円
34.7％

自主財源
264,717万円
22.9％

その他の経費
733,595万円
65.3％

依存財源
893,573万円
77.1％

補助費等
324,489万円
28.9％

繰出金
122,329万円
10.8％

地方交付税
408,422万円
35.3％

町債
69,020万円
6.0％

町税の内訳
町民税 102,292万円
固定資産税 89,550万円
軽自動車税 5,529万円
市町村たばこ税 8,421万円
入湯税 450万円

維持補修費
41,079万円 3.7％
維持補修費
41,079万円 3.7％

増

増

令和２年度永平寺町　財政のあらまし令和２年度永平寺町　財政のあらまし
町の貯金（財政調整基金）と借金（一般会計の町債残高）の状況

財政健全化判断指標の状況

　町の財政調整基金については、毎年積立
てを行った結果、合併後の10か年で約19
億円を積立てました。
　平成29年度に約16億円減額となったの
は、今後の公共施設最適化の取り組みなど
に向けて、特定目的基金への振り替えを行っ
たためです。
　一般会計に係る町債残高は、公債費抑制
対策の実施により平成25年度まで減少傾向
にありました。近年の大型建設事業などの
影響で平成30年度末の残高は約93億円と
なっていましたが、令和２年度では若干減
少し約90億円となっています。
　借入に際しては、交付税算定に有利な合
併特例債を活用し、計画的な借入により将
来の公債費負担の上昇を抑えていきます。

　「地方公共団体の財政健全化に関する法律」に基づき令和２年度の健全化
判断指標を公表いたします。
　「①早期健全化基準（イエローカード）」を超えると、財政健全化計画を策
定し、自主的な改善努力による財政健全化を行います。
　「②財政再生基準（レッドカード）」を超えると、財政再生計画を定め、国、
県などの関与による財政再建を行います。また、町債の発行など財政運営
の制限を受けることになります。
　令和２年度の自治体の収入に対する借入れ返済の割合を示す実質公債費
比率は、過去の大型建設事業の元金償還が始まったことにより、令和元年
度の7.5から7.7％（0.2％の増）となっています。一方で、将来負担の割
合を示す将来負担比率は、令和元年度の9.1％から1.4％（7.7％の減）と
なっており計画的な起債借入れの成果が表れています。
　      　永平寺町は、各健全化指標の基準をいずれも
      　下回っており、健全団体の基準内となっています。

　町では、「行財政改革大綱実施計画」や「中期財政
計画」に基づき財政の健全維持および事業見直しな
どの行財政改革に現在も取り組んでいるところで
す。今日、本町における財政健全化基準が早期健全
化基準以下で推移し、安定した財政運営を行えてい
るのはこれらの取り組みが奏功しているからです。
　今後も、「町総合振興計画」および「行財政改革大綱
実施計画」などの基幹的な計画を基本としながら、資
産管理といった新たな概念に基づき、公共施設等総
合管理計画に則った施設管理などを着実に実施す
ることで、収支バランスの取れた財政運営の実現を
目指し、一層の財政健全化に努めていきます。

＜財政健全化判断比率等＞ ＜行財政改革の着実な推進＞
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化基準以下で推移し、安定した財政運営を行えてい
るのはこれらの取り組みが奏功しているからです。
　今後も、「町総合振興計画」および「行財政改革大綱
実施計画」などの基幹的な計画を基本としながら、資
産管理といった新たな概念に基づき、公共施設等総
合管理計画に則った施設管理などを着実に実施す
ることで、収支バランスの取れた財政運営の実現を
目指し、一層の財政健全化に努めていきます。

＜財政健全化判断比率等＞ ＜行財政改革の着実な推進＞

－（赤字となっていない）
－（赤字となっていない）

7.7％
1.4％

－（資金不足となっていない）

（赤字）14.33％

（赤字）19.33％

25.0％

350.0％

（赤字）20.00％

（赤字）20.00％

（赤字）30.00％

35.0％

永平寺町（令和２年度決算確定値） ①早期健全化基準 ②財政再生基準

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率
公営企業における
資 金 不 足 比 率

平
成
18
年
度

平
成
19
年
度

平
成
20
年
度

平
成
21
年
度

平
成
22
年
度

平
成
23
年
度

平
成
24
年
度

平
成
25
年
度

平
成
26
年
度

平
成
27
年
度

平
成
29
年
度

平
成
30
年
度

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

平
成
28
年
度

財調基金残高（百万円） 町債残高（百万円） 町債残高（百万円）基金（百万円）

1,096 1,1001,139

1,401

1,820

2,280 2,307
2,369

2,607

2,813
2,979

1,376

1,657

1,734
1,848

9,693

9,182

8,650

8,322
8,151

7,876
7,6867,6137,655

8,618
8,737

9,2419,3009,122
8,986

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000
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◎
役
場
申
告
相
談
受
付

期
　
間
　
２
月
16
日（
水
）～
３
月
15
日（
火
）

　
　
※
土
・
日
・
祝
除
く

受
付
時
間
　
９
時
～
16
時

場
　
所
　
本
庁
税
務
課
・
永
平
寺
支
所
・
上

志
比
支
所

　
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
地
区
別
に
受
け
付

け
日
程
を
設
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
詳

し
く
は
広
報
２
月
号（
２
月
４
日
発
行
）に
掲

載
し
ま
す
。

　
役
場
申
告
会
場
で
は
受
付
順
番
予
約
シ
ス

テ
ム
を
導
入
し
て
い
ま
す（
本
年
度
か
ら
永
平

寺
支
所
・
上
志
比
支
所
で
も
導
入
し
ま
す
）。

・
来
庁
し
窓
口
発
券
機
に
て
順
番
予
約
→
順

番
ま
で
待
つ

・
ス
マ
ホ
で
順
番
予
約
→
順
番
近
く
に
な
っ

た
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
く

※
予
約
は
当
日
の
み
。
前
日
ま
で
に
予
約
は

で
き
ま
せ
ん

　（
詳
し
く
は
広
報
２
月
号
と
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
）

★
受
け
付
け
の
際
に
検
温
に
ご
協
力
願
い
ま
す

★
マ
ス
ク
の
着
用
、
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
を
お

願
い
し
ま
す

◎
福
井
税
務
署
申
告
相
談
受
付

　（
福
井
春
山
合
同
庁
舎
）

期
　
間
　
２
月
16
日（
水
）～
３
月
15
日（
火
）

　
　
※
土
・
日
・
祝
除
く

受
付
時
間
　
９
時
～
16
時

場
　
所
　
福
井
税
務
署
　
８
階
　
確
定
申
告

会
場

　
福
井
税
務
署
確
定
申
告
会
場
の
入
場
に
は

「
入
場
整
理
券
」が
必
要
で
す
。
入
場
整
理
券

は
会
場
で
当
日
分
を
配
付
す
る
ほ
か
、
国
税

庁
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
で
の
オ
ン

ラ
イ
ン
事
前
発
行
も
行
っ
て
い
ま
す
。

※「
入
場
整
理
券
」の
配
付
枚
数
に
は
限
り
が

あ
り
ま
す

永
平
寺
町
役
場
　
本
庁
税
務
課

　
　
２
月
27
日（
日
）　
９
時
～
16
時

福
井
税
務
署
　
８
階
　
確
定
申
告
会
場

　
　
２
月
20
日（
日
）・
２
月
27
日（
日
）

　
　
９
時
～
16
時

 

①
令
和
３
年
中
に
給
与
、
年
金
収
入
の
あ
る

人
は
源
泉
徴
収
票

②
令
和
３
年
中
に
支
払
っ
た
社
会
保
険
料
、

国
民
年
金
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
地
震

保
険
料
な
ど
を
証
明
す
る
書
類
、
医
療
費

の
領
収
書
な
ど（
受
診
者
ご
と
に
分
け
、
病

院
、
薬
局
ご
と
に
集
計
し
た
も
の
）寄
附

金
の
領
収
書
、
昨
年
の
申
告
書
控
な
ど

③
本
人
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま

た
は
、
通
知
カ
ー
ド
＋
運
転
免
許
証
な
ど
）

④
還
付
が
あ
る
人
は
、
本
人
名
義
の
口
座
番

号
な
ど
が
わ
か
る
も
の（
本
人
名
義
の
預

貯
金
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
）

　
申
告
を
し
な
い
と
正
し
い
税
額
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

・
所
得
証
明
書
が
発
行
で
き
な
い

・
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
が
受
け
ら

れ
な
く
な
る
と
と
も
に
高
額
療
養
費
の
自

己
負
担
限
度
額
が
高
く
な
る

・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
上
限
額
が
高

く
な
る

な
ど
、
適
正
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ

な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
申
告
し
な
く
て
も
い
い
人

・
年
末
調
整
さ
れ
た
給
与
所
得
の
み
が
収

入
の
人（
た
だ
し
、
給
与
収
入
の
合
計
が

２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
人
は
確
定
申
告

が
必
要
で
す
）

・
高
校
生
な
ど
18
歳
以
下
で
収
入
の
な
い
人

収
入
が
な
い
人
も
、
年
金
だ
け
の
人
も

申
告
を
し
ま
し
ょ
う
！

　
所
得
税
や
住
民
税（
町
・
県
民
税
）を
正
し
く
計
算
す
る
に
は
、
ご
自
身
の
収
入
と
控
除
す
る
も
の（
必
要
経
費
・
扶
養
控

除
な
ど
）を
正
し
く
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
申
告
の
方
法
は
、
確
定
申
告
と
住
民
税
申
告
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　「
収
入
が
な
か
っ
た
か
ら
」「
年
金
収
入
だ
け
だ
か
ら
」「
税
金
が
か
か
ら
な
い
程
度
し
か
収
入
が
な
い
か
ら
」と
い
う
の
は
申

告
を
し
な
く
て
も
い
い
理
由
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
期
間
内
に
忘
れ
ず
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
期
間
と
相
談
会
場

日
曜
日
の
申
告
受
付
日

申
告
し
な
い
と
ど
う
な
る
の
？

申
告
相
談
に
必
要
な
も
の

介
護
保
険
と

税（
住
民
税
・
所
得
税
）の

申
告

介
護
保
険
は
税
の
申
告
に
お
い
て
控
除
の

対
象
に
な
り
ま
す

　
住
民
税
や
所
得
税
の
申
告
に
お
い
て
、

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
所
得
控
除
の
対

象
に
な
り
ま
す
。
必
要
な
書
類
の
ご
準
備

を
お
願
い
し
ま
す
。

●
社
会
保
険
料
控
除

　
介
護
保
険
の
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

・
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収（
年
金
天
引

き
）さ
れ
た
介
護
保
険
料
は
、
年
金
受

給
者
本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
な
り

ま
す

・
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
や
親
族
の
負

担
す
べ
き
普
通
徴
収
分
の
介
護
保
険
料

は
、
支
払
っ
た
人
の
控
除
に
で
き
ま
す

●
障
害
者
控
除

要
介
護（
要
介
護
１
～
５
）認
定
を
受
け

て
い
る
人
は
、
介
護
認
定
審
査
会
の
資
料

の
内
容
で
障
害
者
控
除
認
定
書
を
交
付
し

ま
す（
申
請
の
際
は
、
申
請
者
の
身
分
を

確
認
す
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
）。

な
お
、
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の

人
は
、
認
定
書
が
不
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
医
療
費
控
除

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
を
医
療
費

控
除
の
対
象
と
し
て
受
け
る
た
め
に
は
、

医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
る
金
額
が
記
載

さ
れ
た
領
収
書
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て

受
け
取
ら
れ
た
分
は
、
医
療
費
控
除
の
金

額
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

《
施
設
入
所
の
場
合
》

①
介
護
老
人
福
祉
施
設（
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
）
…
自
己
負
担
分
・
食
費
・
居

住
費
の
合
計
額
の
２
分
の
１（
た
だ
し
、

旧
措
置
入
所
者
は
対
象
外
）

②
介
護
老
人
保
健
施
設
…
自
己
負
担
分
・

食
費
・
居
住
費
の
合
計
額

③
介
護
療
養
型
医
療
施
設
…
自
己
負
担

分
・
食
費
・
居
住
費
の
合
計
額

④
介
護
医
療
院
…
自
己
負
担
分
・
食
費
・

居
住
費
の
合
計
額

《
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
》

①
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
か
ら
の
医
療
費

控
除
対
象
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
領
収

書
が
必
要
で
す

②
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場

合
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
い

た
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
利

用
料
の
領
収
書
が
必
要
で
す

《
お
む
つ
代
》

●
１
回
目
の
申
告
の
場
合

医
師
が
発
行
し
た「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」が
必
要
で
す
。

●
２
回
目
以
降
の
申
告
の
場
合

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、
介

護
認
定
審
査
会
の
内
容
で
確
認
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
町
が
発
行
す
る「
お

む
つ
代
の
医
療
費
控
除
確
認
書
」で
代
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
せ  

　福
祉
保
健
課
　

 

　ＴＥ
Ｌ   

61
ー
３
９
２
０
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国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
は
、
金
額
な
ど
を
入
力
す

る
だ
け
で
、
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す（
24
時

間
利
用
可
能
）。
自
動
計
算
な
の
で
計
算
誤

り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
作
成
し
た
申
告
書
な
ど

(

デ
ー
タ)

は
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ(

電
子
申
告)

で
提
出

す
る
か
、
印
刷
し
て
郵
送
で
提
出
で
き
ま
す
。

　
会
社
に
お
勤
め
な
ど
で
給
与
所
得
が
あ
る

人
、
公
的
年
金
や
副
業
な
ど
で
雑
所
得
が
あ

る
人
、
ま
た
は
一
時
所
得
が
あ
る
人
は
、
ス

マ
ホ
で
の
申
告
が
便
利
で
す
。

　
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信(

申
告)

す
る
に
は
、「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
読
取
対
応
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
」も
し
く
は

「
税
務
署
発
行
の
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
」が
必

要
で
す
。

 

　
ご
不
明
な
点
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、「
税
務
相
談
チ
ャ
ッ
ト

ボ
ッ
ト
」に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
そ
れ
で
も
解
決
し
な

い
場
合
は
、
税
務
署
に
電

話
し
て
く
だ
さ
い
。

《
所
得
税
》　

申
告
と
納
税
　
３
月
15
日（
火
）　
　
　
　
　

振
替
日
　
４
月
21
日（
木
）

《
個
人
消
費
税
》

申
告
と
納
税
　
３
月
31
日（
木
）

振
替
日
　
４
月
26
日（
火
）

確
定
申
告
期
に
お
け
る
税
理
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

①
税
理
士
に
よ
る
確
定
申
告
無
料
相
談

期
　
間
　
２
月
16
日（
水
）～
３
月
７
日（
月
）

　
　
※
土
・
日
祝
を
除
く

受
付
時
間
　
９
時
～
16
時

場
　
所
　
永
平
寺
町
役
場
　
本
庁
税
務
課

②
税
理
士
記
念
日
　税
理
士
に
よ
る
確
定
申

告
無
料
相
談

■
対
面
に
よ
る
無
料
相
談(

白
色
申
告
者
の
み)

日
　
程
　
２
月
19
日(

土)

受
付
時
間
　
10
時
～
16
時

場
　
所
　
福
井
県
税
理
士
会
館（
福
井
市
日
之

出
５
ー
14
ー
25
）

※
事
前
に
電
話
予
約
が
必
要
で
す

■
電
話
に
よ
る
無
料
相
談

日
　
程
　
２
月
19
日(

土)

受
付
時
間
　
13
時
～
16
時

電
話
番
号
　
52
ー
０
５
２
６

問
合
せ  

北
陸
税
理
士
会
福
井
県
事
務
所

　ＴＥ
Ｌ   

52
ー
０
５
１
０

感
染
予
防
の
た
め
ご
自
宅
か
ら

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

相
談
は
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
や
電

話
で
も
で
き
ま
す

納
期
限
と
振
替
納
税

北
陸
税
理
士
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

福
井
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

福
井
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

給与支払報告書の提出は期限内に！

１月31日（月）令和３年分の給与支払
報告書の提出期限は、

　給与支払報告書の表紙に添付する総括表を、11月中に各事業所宛てに送付しました。事業所名や指定番号な
どがすでに印字されていますので、その用紙を添付して役場税務課へご提出ください。
　エルタックス(ｅＬＴＡＸ)で給与支払報告書を提出される場合は、書面での提出は不要です。二重で課税され
る場合があるのでご注意ください。また、必ず指定番号の入力をお願いします。

 問合せ  税務課　 TEL  61－3944

スマホを利用し
た申告はこちら

e-Tax を利用し
た確定申告の方
法を動画で確認

介
護
保
険
は
税
の
申
告
に
お
い
て
控
除
の

対
象
に
な
り
ま
す

　
住
民
税
や
所
得
税
の
申
告
に
お
い
て
、

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
所
得
控
除
の
対

象
に
な
り
ま
す
。
必
要
な
書
類
の
ご
準
備

を
お
願
い
し
ま
す
。

●
社
会
保
険
料
控
除

　
介
護
保
険
の
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

・
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収（
年
金
天
引

き
）さ
れ
た
介
護
保
険
料
は
、
年
金
受

給
者
本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
な
り

ま
す

・
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
や
親
族
の
負

担
す
べ
き
普
通
徴
収
分
の
介
護
保
険
料

は
、
支
払
っ
た
人
の
控
除
に
で
き
ま
す

●
障
害
者
控
除

要
介
護（
要
介
護
１
～
５
）認
定
を
受
け

て
い
る
人
は
、
介
護
認
定
審
査
会
の
資
料

の
内
容
で
障
害
者
控
除
認
定
書
を
交
付
し

ま
す（
申
請
の
際
は
、
申
請
者
の
身
分
を

確
認
す
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
）。

な
お
、
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の

人
は
、
認
定
書
が
不
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
医
療
費
控
除

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
を
医
療
費

控
除
の
対
象
と
し
て
受
け
る
た
め
に
は
、

医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
る
金
額
が
記
載

さ
れ
た
領
収
書
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て

受
け
取
ら
れ
た
分
は
、
医
療
費
控
除
の
金

額
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

《
施
設
入
所
の
場
合
》

①
介
護
老
人
福
祉
施
設（
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
）
…
自
己
負
担
分
・
食
費
・
居

住
費
の
合
計
額
の
２
分
の
１（
た
だ
し
、

旧
措
置
入
所
者
は
対
象
外
）

②
介
護
老
人
保
健
施
設
…
自
己
負
担
分
・

食
費
・
居
住
費
の
合
計
額

③
介
護
療
養
型
医
療
施
設
…
自
己
負
担

分
・
食
費
・
居
住
費
の
合
計
額

④
介
護
医
療
院
…
自
己
負
担
分
・
食
費
・

居
住
費
の
合
計
額

《
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
》

①
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
か
ら
の
医
療
費

控
除
対
象
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
領
収

書
が
必
要
で
す

②
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場

合
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
い

た
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
利

用
料
の
領
収
書
が
必
要
で
す

《
お
む
つ
代
》

●
１
回
目
の
申
告
の
場
合

医
師
が
発
行
し
た「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」が
必
要
で
す
。

●
２
回
目
以
降
の
申
告
の
場
合

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、
介

護
認
定
審
査
会
の
内
容
で
確
認
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
町
が
発
行
す
る「
お

む
つ
代
の
医
療
費
控
除
確
認
書
」で
代
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
せ  

　福
祉
保
健
課
　

 

　ＴＥ
Ｌ   

61
ー
３
９
２
０

事業主の
みなさまへ

チャットボット
の利用はこちら

※
対
面
相
談
時
は
、
マ
ス
ク
着
用
・
検
温

に
よ
る
体
調
管
理
を
お
願
い
し
ま
す

※
感
染
症
の
状
況
に
よ
り
変
更
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
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令和２年度　永平寺町環境報告

〇間伐面積（徐伐面積を含む、2016年度からの累計 … 155ha実施
〇狩猟・銃免許新規取得者 ･･･ １名取得
〇有害鳥獣捕獲頭数 ･･･ 263頭捕獲
〇外来動物駆除頭数 ･･･ 26頭駆除
〇特別栽培米の作付面積 ･･･ 54.2ha　　　

一般廃棄物収集量の推移と経費の推移

〇一般廃棄物収集量（年度変化）調査表

〇一人１日あたり一般廃棄物排出量の比較 （単位：g/人・日）

（単位：円）〇一般廃棄物年度別経費

※１　合計値に古紙回収（新聞・雑誌・段ボール）量を含みません（令和２年度排出量202,770kg）
※２　永平寺町環境基本計画における、一人あたりのごみ排出量の数値目標は690g/人・日（平成30年度〜令和２年度）

　　〇古紙回収事業 ･･･ 実施団体数 10団体　　回収量 202トン

　　〇生ごみ処理器等購入補助 … 令和２年度　３件補助　累積159件（平成18年度以降）

※１　建設費を含めた広域圏負担金は、令和２年度は167,672,000円で、１人あたり14,087円です

　資源の有効活用と環境負荷の低減のため、５R（再生利用：Recycle、再使用する：Reuse、減量する：Reduce、いらないものは断る：
Refuse、修理する：Repair）へのご協力をお願いします。

※町が収集運搬しているごみの量について
比較しています。事業系のごみ、住民の
みなさまが直接清掃センターに持ち込ま
れるごみの量は含まれていません

※他市町の数値は聞き取りによるものです

自然共生社会
の推進

循環型社会の
推進

ごみの種類
（単位）

可燃ごみ
（Kg）

不燃ごみ
（Kg）

粗大ごみ
（Kg）

スプレー缶
（Kg）

有害ごみ
（乾電池）
（Kg）

資源ごみ
（Kg）

合計※１
（Kg）

一人あたり
※２

（g/人・日）

目標に
対する
達成率

平成30年度 4,266,690 139,210 304,810 4,140 5,120 250,449 4,970,419 730 94.5%
令和元年度 4,307,990 130,110 328,610 3,950 5,350 243,614 5,019,624 745 92.7%
令和２年度 4,146,530 143,210 370,300 4,010 5,130 261,400 4,930,580 737 93.7%

永平寺町 坂井市 あわら市 勝山市 越前町
平成30年度 730 874 980 858 557
令和元年度 745 880 1,030 880 569
令和２年度 737 844 1,006 898 834

年度
広域圏負担金

（建設費、余熱館管理費を除く）
①

収集運搬委託料
②

合計
①＋②

１人あたり
①＋②

平成30年度 119,161,000 87,017,878 206,178,878 11,050
令和元年度 114,186,000 89,636,249 203,822,249 11,036
令和２年度 114,026,000 90,696,547 204,722,547 11,162

永平寺町環境基本計画 環境未来像：「禅の心が息づく　緑と清流のまち　えいへいじ」

自然共生社会の推進
循環型社会の推進

低炭素社会の推進 歴史・文化と
景観の保全

生活環境の保全

サクラマスやホタルなどを指標と
した水辺環境の保全・活用 人づくり 地域資源を活用した

高齢化・健康社会への適応

〇公害苦情件数および内容

12

〇充電インフラ稼働状況…358件
〇公共交通機関（えちぜん鉄道・コミュニティバス・路線バス）の利用促進…利用者数

567千人
〇町の事務事業におけるCO₂排出量…3,941ton-CO₂/年　　　

低炭素社会の
推進

〇花のまちづくり運動…苗の配布と育成 　39団体
　　　　　　　　　　　講習会「花を種から育てよう」令和２年９月５日（土）
〇こどもエコクラブ登録団体…４団体　
〇広報紙掲載数　13件　　ホームページなど更新回数　７回

人づくり

〇不法投棄巡回パトロールの実施　年間55回

　シルバー人材センター　30回

　福井県健康福祉センター　６回　　職員対応　19回

〇町内各地区での環境美化推進活動（89地区）

〇ごみ籠設置にともなう経費の助成（最高限度額10万円）…７地区　700,000円

〇道路上で死亡した動物などの死骸の速やかな処理…196体

〇公害苦情件数および内容

※油流出については、公道や個人の敷地から側溝を通じて河川に流入するものを含む

九頭竜川クリーンアップ作戦

生活環境の
保全 野焼き（ばい煙） 騒音 悪臭 油流出 水質汚濁 その他

令和２年度 ５件 ０件 ０件 ０件 １件 ２件

〇ホタル観察会（吉野地区）…６月５日〜６月14日
　地域周辺住民による河川清掃とボランティアによる来観者への説明
〇サクラマスの飼育体験学習
〇稚魚の放流

サクラマスやホタルなどを指標とした
水辺環境の保全・活用

サクラマスの稚魚の放流

〇「気候療法」体験会の開催…令和２年11月14日（土）城山
〇永平寺町空き家等情報バンク登録・契約状況

地域資源を活用した
高齢化・健康社会への適応

登録件数 取下件数 契約済み件数 現在登録件数
（未契約件数）

42件 ４件 36件 ２件
「気候療法」体験会

防災安全課 61－3951
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　　松岡福祉総合センター開館日
　　　8：30～17：15

　　成人の日 　 役場窓口延長 19：00まで 　　ち育児相談・身体測定
　　　松岡児童館
　　　10：30～11：00
フお話のへや
　永平寺支所３階
　10：30～11：30
ママのためのおしゃべりサロン
（ベビービクス）
　保健センター
　（松岡福祉総合センター内）　
　10：30～11：30
行政相談
　やすらぎの郷　13：30～15：30
人権相談
　松岡公民館　13：30～16：00

　　フ子育て相談会
　　　永平寺支所３階
　 　　10：30～11：30
わ親子３B体操
　やすらぎの郷
　10：30～11：30

　　青少年育成の日
上伝承遊びを楽しもう
　上志比児童館　10：00～11：30
民話紙芝居
　町立図書館（松岡）
　10：30～11：00
おもしろとしょかん
　町立図書館（上志比館）
　13：30～14：00
結婚相談
　町立図書館２階 視聴覚室
　13：30～15：30えい坊館休館日

図書館（全館）休館日 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ  上

　　家庭の日 　　フ育児相談・身体測定
　　　永平寺支所３階
　　　10：30～11：30

　 役場窓口延長 19：00まで

わ絵本読みの会
　やすらぎの郷
　10：30～11：30

　　ちおはなし会
　　　松岡児童館
　　　10：30～11：00
ママのためのおしゃべりサロン
（育児相談・身体測定）
　保健センター
　（松岡福祉総合センター内）　
　10：00～11：30
１歳６か月児健診
　保健センター
　（松岡福祉総合センター内）
　13：00～14：00

　　永平寺町シルバー人材センター
　　入会説明会
　　　永平寺町シルバー人材センター
　　　14：00～　　

　　３歳児健診
　　　保健センター
　　　（松岡福祉総合センター内）
　　　13：00～14：00

　　松岡福祉総合センター開館日
　　　8：30～17：15　　
ち子育て応援事業　ちびっ子広場で遊　
　ぼう！＜要予約＞
　松岡児童館
　10：00～11：30　　
フ支援センター開放日＜要予約＞
　永平寺支所３階
　9：30～11：30
わ支援センター開放日＜要予約＞
　やすらぎの郷　9：30～11：30
おもしろとしょかん
　町立図書館（松岡）
　10：30～11：00
結婚相談
　町立図書館２階 視聴覚室
　13：30～15：30図書館（全館）休館日 えい坊館休館日 道の駅禅の里休館日

松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ ち  フ  わ

     役場窓口延長 19：00まで

わリズムにのって
　やすらぎの郷
　10：30～11：30

　　ちおもちゃでワクワク体験①
　　　(1歳前後のちびっこ集まれ！）
　　　＜要予約＞
　　　松岡児童館　
　　　10：00～11：00
ママのためのおしゃべりサロン
（育児講演会・母乳相談）
　保健センター
　（松岡福祉総合センター内）　
　10：30～11：30

　　フ子育て講座
　　　「心も身体もリフレッシュ」
　　　永平寺支所３階
　 　　10：30～11：30
無料法律相談
　松岡公民館３階会議室
　13：00～16：00

　　わ育児相談・身体測定
　　　やすらぎの郷
　　　10：30～11：30

　　松伝承遊び体験
　　　～めざせ！けんだまの達人！～
　　　松岡公民館
　　　10：00～11：30
志トールペイント
　（永平寺地区の小学生）＜要予約＞
　志比児童館
　10：00～12：00
おもしろとしょかん
　町立図書館（松岡）
　10：30～11：00　

図書館（全館）休館日 えい坊館休館日

松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志

　      役場窓口延長 19：00まで

えい坊館休館日
蔵書点検休館（全館）

　　ママのためのおしゃべりサロン
　　（育児相談・身体測定）
　　　保健センター
　　　（松岡福祉総合センター内）　
　　　10：00～11：30

　　わ節分の会
　　　やすらぎの郷
　　　10：30～11：30

　　絵本の読み聞かせ
　　　町立図書館（松岡）
　　　10：30～11：00
永平寺町シルバー人材センター
入会説明会
　永平寺町シルバー人材センター
　14：00～　　

図書館（全館）休館日 蔵書点検休館（全館） 蔵書点検休館（全館） 蔵書点検休館（全館）
松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ

13 14 15

20 21 22

27 28 29

3 ４ ５

アイコンガイド

各地区児童館

松  松岡児童館

志  志比児童館

上  上志比児童館

●開館 13：00～18：00

61－0750

63－3113

64－3100

アイコンガイド

子育て支援センター

ち  ちびっこ広場

フ  フレンドパーク

わ  わくわく広場

●毎週月～金曜日
●松岡児童館
●9：30～15：00

●毎週月～金曜日
●永平寺支所
●9：30～11：30

●毎週月～金曜日
●やすらぎの郷
●9：30～11：30

61－0750

63－3113

64－3100

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、行事や
イベントなどをやむなく延期・中止する場合があり
ます。ご了承ください。

今月の納税
町県民税　　第４期
国民健康保険税  第７期

（口座振替も同日です）

１月31日（月）

１月

●上下水道課

●町立図書館

●町立図書館永平寺館

●町立図書館上志比館

●松岡公民館

●永平寺公民館

●上志比公民館

●松岡ふるさと学習館

●永平寺緑の村ふれあいセンター    

●上志比文化会館サンサンホール

●松岡福祉総合センター（翠荘）

●永平寺老人福祉センター永寿苑

●町社協地域包括支援センター

●永平寺町消防本部・消防署

●福井警察署

●永平寺分庁舎  

６１-０２７７

６１-７１１７

６３-３１１２

６４-３１７０

６１-７２２２

６３-３１１１

６４-２２４４

６１-６６７７

６３-４２２２

６４-３１７０

６１-０１１１

６３-３８６８

６１-６１６６

６３-０１１９

５２-０１１０

６１-０１１０
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　　松岡福祉総合センター開館日
　　　8：30～17：15

　　成人の日 　 役場窓口延長 19：00まで 　　ち育児相談・身体測定
　　　松岡児童館
　　　10：30～11：00
フお話のへや
　永平寺支所３階
　10：30～11：30
ママのためのおしゃべりサロン
（ベビービクス）
　保健センター
　（松岡福祉総合センター内）　
　10：30～11：30
行政相談
　やすらぎの郷　13：30～15：30
人権相談
　松岡公民館　13：30～16：00

　　フ子育て相談会
　　　永平寺支所３階
　 　　10：30～11：30
わ親子３B体操
　やすらぎの郷
　10：30～11：30

　　青少年育成の日
上伝承遊びを楽しもう
　上志比児童館　10：00～11：30
民話紙芝居
　町立図書館（松岡）
　10：30～11：00
おもしろとしょかん
　町立図書館（上志比館）
　13：30～14：00
結婚相談
　町立図書館２階 視聴覚室
　13：30～15：30えい坊館休館日

図書館（全館）休館日 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ  上

　　家庭の日 　　フ育児相談・身体測定
　　　永平寺支所３階
　　　10：30～11：30

　 役場窓口延長 19：00まで

わ絵本読みの会
　やすらぎの郷
　10：30～11：30

　　ちおはなし会
　　　松岡児童館
　　　10：30～11：00
ママのためのおしゃべりサロン
（育児相談・身体測定）
　保健センター
　（松岡福祉総合センター内）　
　10：00～11：30
１歳６か月児健診
　保健センター
　（松岡福祉総合センター内）
　13：00～14：00

　　永平寺町シルバー人材センター
　　入会説明会
　　　永平寺町シルバー人材センター
　　　14：00～　　

　　３歳児健診
　　　保健センター
　　　（松岡福祉総合センター内）
　　　13：00～14：00

　　松岡福祉総合センター開館日
　　　8：30～17：15　　
ち子育て応援事業　ちびっ子広場で遊　
　ぼう！＜要予約＞
　松岡児童館
　10：00～11：30　　
フ支援センター開放日＜要予約＞
　永平寺支所３階
　9：30～11：30
わ支援センター開放日＜要予約＞
　やすらぎの郷　9：30～11：30
おもしろとしょかん
　町立図書館（松岡）
　10：30～11：00
結婚相談
　町立図書館２階 視聴覚室
　13：30～15：30図書館（全館）休館日 えい坊館休館日 道の駅禅の里休館日

松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ ち  フ  わ

     役場窓口延長 19：00まで

わリズムにのって
　やすらぎの郷
　10：30～11：30

　　ちおもちゃでワクワク体験①
　　　(1歳前後のちびっこ集まれ！）
　　　＜要予約＞
　　　松岡児童館　
　　　10：00～11：00
ママのためのおしゃべりサロン
（育児講演会・母乳相談）
　保健センター
　（松岡福祉総合センター内）　
　10：30～11：30

　　フ子育て講座
　　　「心も身体もリフレッシュ」
　　　永平寺支所３階
　 　　10：30～11：30
無料法律相談
　松岡公民館３階会議室
　13：00～16：00

　　わ育児相談・身体測定
　　　やすらぎの郷
　　　10：30～11：30

　　松伝承遊び体験
　　　～めざせ！けんだまの達人！～
　　　松岡公民館
　　　10：00～11：30
志トールペイント
　（永平寺地区の小学生）＜要予約＞
　志比児童館
　10：00～12：00
おもしろとしょかん
　町立図書館（松岡）
　10：30～11：00　

図書館（全館）休館日 えい坊館休館日

松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志

　      役場窓口延長 19：00まで

えい坊館休館日
蔵書点検休館（全館）

　　ママのためのおしゃべりサロン
　　（育児相談・身体測定）
　　　保健センター
　　　（松岡福祉総合センター内）　
　　　10：00～11：30

　　わ節分の会
　　　やすらぎの郷
　　　10：30～11：30

　　絵本の読み聞かせ
　　　町立図書館（松岡）
　　　10：30～11：00
永平寺町シルバー人材センター
入会説明会
　永平寺町シルバー人材センター
　14：00～　　

図書館（全館）休館日 蔵書点検休館（全館） 蔵書点検休館（全館） 蔵書点検休館（全館）
松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ 松  志  上  ち  フ  わ

1/9 10 11 12

16 17 18 19

23 24 25 26

30 31 2/1 2

●永平寺町役場（本庁）

●永平寺支所

●上志比支所

●総務課
●防災安全課
●財政課
●総合政策課
●農林課

●建設課 
●子育て支援課
●税務課
●住民生活課
●福祉保健課

●会計課
●議会事務局
●商工観光課
●学校教育課（教育委員会）

●生涯学習課（教育委員会）

６１-３９４１
６１-３９５１
６１-３９３３
６１-３９４２
６１-３９４７

６１-１１１１

６３-３１１１

６４-２２１１

６１-３９４８
６１-７２５０
６１-３９４４
６１-３９４５
６１-３９２０

６１-３９４９
６１-３９５０
６１-３９２１
６１-３９３７
６１-３４００

令和４年永平寺町成人式
上志比文化会館サンサンホール

【松岡地区】　12：30～ 
【永平寺・上志比地区】　15：00～

2022
【
令
和
４
年
】
1月- ２月
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　こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
　

　精
神
科
医
に
よ
る
無
料
の
個
別

相
談
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
悩
み

や
不
安
が
あ
る
、
イ
ラ
イ
ラ
す
る
、

気
分
が
沈
む
な
ど
専
門
家
の
ア
ド

バ
イ
ス
が
必
要
な
と
き
は
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ご
家
族

の
こ
と
で
も
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

個
人
情
報
は
遵
守
し
ま
す
の
で
ご

安
心
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
。

予
約
制
で
す
。

　都
合
に
よ
り
日
時
・
場
所
が
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

必
ず
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

日
　時
　１
月
14
日（
金
）、
28
日

（
金
）13
時
〜
16
時

※
お
１
人
あ
た
り
30
分
か
ら
１
時

間
程
度

場
　所
　保
健
セ
ン
タ
ー（
松
岡
福

祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
）

問
合
せ

　福
井
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー

　地
域
保
健
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

36
ー
３
４
２
９

「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
応
特
別

相
談
窓
口
」を
開
設

（
相
談
無
料
）

　福
井
労
働
局
で
は
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
対
応
特
別
相
談
窓
口
を
3
月
31

日
ま
で
開
設
し
て
い
ま
す
。
労
働

者
や
事
業
主
の
み
な
さ
ま
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
は
厳
守
し
ま
す
。

受
付
時
間
　９
時
〜
17
時（
土
日
祝

を
除
く
）

※
来
場
の
場
合
は
で
き
る
だ
け
ご

予
約
く
だ
さ
い　

　
　

　
　

問
合
せ

　

　セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

妊
娠
・
出
産
・
育
児
休
業
な
ど

に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

　福
井
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等

室
へ

　
　
　Ｔ
Ｅ
Ｌ   

22
ー

3
9
4
７

　い
じ
め
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

　福
井
労
働
局
ま
た
は
最
寄
り
の

監
督
署
の
総
合
労
働
相
談
コ
ー

ナ
ー

　
　
　Ｔ
Ｅ
Ｌ   

22
ー

3
３
６
３

ふ
と
ん
丸
洗
い

乾
燥
サ
ー
ビ
ス

対
象
者
　要
介
護
度
３
以
上
の
高

齢
者
を
現
に
介
護
す
る
世
帯

で
、
寝
具
類
の
衛
生
管
理
が

困
難
な
人

期
　間
　令
和
4
年
3
月
末
ま
で

に
完
了
分

内
　容
　

　
　●
掛
け
布
団
・
敷
き
布
団
・

毛
布
の
3
点
セ
ッ
ト
が

サ
ー
ビ
ス
の
対
象

　
　●
年
1
回
の
利
用
が
可
能

申
請
・
問
合
せ

　福
祉
保
健
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

61
ー

３
９
２
０

育
児
講
演
会

母
乳
の
相
談
会（
無
料
）

　マ
マ
の
た
め
の
お
し
ゃ
べ
り
サ

ロ
ン
で
は「
育
児
講
演
会
　母
乳
の

相
談
会
」を
開
催
し
ま
す
。「
お
っ

ぱ
い
が
足
り
て
い
る
の
か
心
配
」

「
お
っ
ぱ
い
が
出
な
い
」「
断
乳
っ

て
、
い
つ
か
ら
？
ど
う
や
っ
て
す

る
の
？
」「
離
乳
食
の
す
す
め
方
」な

ど
、
子
育
て
中
の
お
母
さ
ん
に
と
っ

て
、
育
児
の
悩
み
は
つ
き
な
い
は

ず
。
そ
ん
な
、
お
母
さ
ん
の
悩
み

に
助
産
師
が
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

多
く
の
お
母
さ
ん
の
参
加
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。

日
　時
　1
月
26
日（
水
）

　
　10
時
30
分
〜
11
時
30
分

場
　所
　保
健
セ
ン
タ
ー（
松
岡
福

祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
）

講
　師
　助
産
師
　塚
原 

敦
子
氏 

対
　象
　町
内
在
住
の
1
歳
未
満
児

と
保
育
者

※
事
前
の
申
し
込
み
は
不
要
。
当

日
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
　

問
合
せ

　保
健
セ
ン
タ
ー

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

61
ー
０
１
１
１

松
岡
小
学
校「
創
立
１
５
０

周
年
記
念
事
業
」

実
行
委
員
募
集

　
　

　松
岡
小
学
校
は
令
和
５
年
１
月
に

創
立
１
５
０
周
年
を
迎
え
ま
す
。
そ

れ
に
と
も
な
い
、
令
和
５
年
度
に
記

念
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

　現
在
、
準
備
委
員
会
を
立
ち
上
げ

て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
が
、
よ
り
幅

広
い
年
齢
層
の
み
な
さ
ま
の
お
知
恵

と
お
力
を
お
借
り
い
た
し
た
く
、
実

行
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

主
な
事
業
予
定（
案
）

　
　・
令
和
4
年
5
月
～
8
月

　
　
　実
行
委
員
会

　
　・
令
和
5
年
11
月
16
日

　
　
　タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル「
時
の

箱
」を
開
封

　
　・
令
和
6
年
3
月
初
旬

　
　
　記
念
式
典

　
　・
令
和
6
年
3
月
初
旬
～

　
　
　展
示
会
に
て「
時
の
箱
」収

納
作
品
な
ど
の
展
示

　
　・
令
和
6
年
　「記
念
誌
」発
行

応
募
締
め
切
り
　令
和
４
年
１
月
末

問
合
せ

　松
岡
小
学
校
　

　ＴＥ
Ｌ   

61
ー

０
０
６
９

　ＦＡ
Ｘ   

61
ー

０
０
９
５

　メー
ル m
atusho@

m
ek.sm

c-
m

sv.jp

※
氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号
を
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い

　

16

コ
ン
ビ
ニ
交
付
の

一
時
稼
働
停
止

　メ
ン
テ
ナ
ン
ス
作
業
の
た
め
、

コ
ン
ビ
ニ
で
の
戸
籍
の
附
票
の
交

付
を
一
時
稼
働
停
止
し
ま
す
。

※
そ
の
他
の
証
明
書
は
通
常
通
り

発
行
で
き
ま
す

期
　間
　１
月
７
日（
金
）～
11
日　

（
火
）終
日　

　
　

　
　

　

　住
民
の
み
な
さ
ま
に
は
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ

　住
民
生
活
課

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

61
ー

3
9
4
5

　

無
料
法
律
相
談

日
　時
　1
月
27
日（
木
）13
時
〜
16
時

場
　所
　松
岡
公
民
館（
3
階
会

議
室
）

※
お
一
人
様
の
相
談
時
間
は
約
20
分

※
事
前
に
電
話
予
約
が
必
要

予
約
・
問
合
せ

　永
平
寺
町
社
会

福
祉
協
議
会  

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

61
ー

６
０
０
３

家
屋
な
ど
を
新
・
増
築
、取
り

壊
し
た
場
合
に
は
届
け
出
を

　固
定
資
産
税
は
、
毎
年
1
月
1
日

の
賦
課
基
準
日
に
所
有
し
て
い
る
人

に
課
税
さ
れ
ま
す
。
令
和
３
年
中
に

家
屋
を
新
・
増
築
し
た
場
合
、
令
和

４
年
度
の
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象

と
な
る
た
め
、
職
員
に
よ
る
現
地
で

の
家
屋
調
査
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　1
月
1
日
ま
で
に
新
・
増
築
家
屋

が
完
成
し
、
職
員
が
調
査
に
お
う
か

が
い
し
て
い
な
い
場
合
は
、
役
場
税

務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　ま
た
、
令
和
３
年
中
に
家
屋
を

取
り
壊
し
た
場
合
、
翌
年
度
か
ら

の
固
定
資
産
税
課
税
対
象
か
ら
除

外
さ
れ
ま
す
が
、
届
け
出
が
な
い

と
翌
年
度
以
降
も
課
税
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
役

場
税
務
課
も
し
く
は
各
支
所
窓
口
ま

で
固
定
資
産
異
動
申
告
書
の
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ

　税
務
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

61
ー
３
９
４
４   

福
井
県
立
道
守
高
等
学
校

通
信
制 

生
徒
募
集

　通
信
制
高
校
で
学
ん
で
み
ま
せ

ん
か
？

　月
に
３
回
程
度
日
曜
日
に
登
校

し
、
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
し
な
が
ら

高
校
卒
業
の
資
格
取
得
を
目
指
し

ま
す
。「
退
職
し
て
時
間
の
余
裕
が

で
き
た
か
ら
」「
若
い
と
き
に
学
べ

な
か
っ
た
か
ら
」な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
理
由
で
入
学
し
、
こ
れ
ま
で
に

多
く
の
中
高
年
の
み
な
さ
ん
が
卒

業
し
て
い
ま
す（
最
高
齢
の
卒
業
生

は
80
歳
）。

個
別
相
談
会
　２
月
６
日（
日
）、2

月
20
日（
日
）、3
月
6
日（
日
）

出
願
期
間
　２
月
22
日（
火
）、2
月

24
日（
木
）〜
25
日（
金
）、3
月

22
日（
火
）〜
23
日（
水
）

　
　W
e
b
出
願
シ
ス
テ
ム
よ
り
入
力

受
付
時
間
　９
時
〜
16
時

　
　※

3
月
23
日（
水
）は
12
時
ま
で

問
合
せ

　福
井
県
立
道
守
高
等
学

校
　通
信
制

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

36
ー
１
１
８
４

   

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

０
９
０
ー
２
３
７
７
ー
１
７
９
９

か
さ
じ
ぞ
う
ふ
れ
あ
い
広
場

日
　時
　１
月
15
日（
土
）10
時
〜

場
　所
　ふ
る
さ
と
学
習
館

内
　容
　お
正
月
企
画
恒
例
ゲ
ー

ム
・
か
る
た
・
福
笑
い
な
ど

弁
当
代
な
ど
　

　
　子
ど
も
　無
料

　
　大
人
　５
０
０
円
　

問
合
せ

　か
さ
じ
ぞ
う
受
付
　

   

Ｔ
Ｅ
Ｌ   

０
９
０
ー
２
３
７
７
ー
１
７
９
９

ふ
く
い
嶺
北
連
携
中
枢
都
市
圏
事
業

上
級
救
命
講
習
会

　普
通
救
命
講
習
の
内
容
に
加
え
、

小
児
、
乳
幼
児
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
・
傷
病
者
の
管
理
、
外
傷
の
手
当

て
要
領
、
搬
送
法
を
学
び
ま
す
。

日
　時
　２
月
６
日（
日
）

　
　8
時
30
分
〜
17
時
30
分

場
　所
　福
井
市
木
ご
こ
ろ
文
化

ホ
ー
ル

申
込
み
受
付
期
間
　１
月
11
日（
火
）

か
ら
受
付
開
始

定
　員
　30
人（
定
員
数
に
達
し
た

時
点
で
受
付
終
了
）

申
込
み
・
問
合
せ

　消
防
本
部

消
防
課
　

 

　ＴＥ
Ｌ   

63
ー

０
１
１
９

ふ
く
い
嶺
北
連
携
中
枢
都
市
圏
事
業

子
育
て
マ
マ
の
た
め
の

就
職
面
接
会（
無
料
）

　再
就
職
を
希
望
す
る
子
育
て
中
の

女
性（
嶺
北
在
住
者
）を
対
象
と
し
た

合
同
就
職
面
接
会
を
開
催
し
ま
す
。

福
井
会
場（
福
井
県
生
活
学
習
館
）

1
月
28
日（
金
）

永
平
寺
会
場（
永
平
寺
町
役
場
永
平

寺
支
所
）
　2
月
10
日（
木
）

時
　間
　

　
　非
正
規
雇
用
の
部
　

　
　9
時
35
分
〜
12
時

　
　正
規
雇
用
の
部
　

　
　13
時
35
分
〜
16
時

※
託
児
あ
り（
無
料
・
要
予
約
）

定
　員
　各
部
20
人（
抽
選
）

申
込
み
　し
ご
と
支
援
課
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
内
、
申
し
込
み
フ
ォ
ー

ム
か
ら
受
け
付
け

締
め
切
り
　

　
　福
井
会
場
　1
月
21
日（
金
）

　
　永
平
寺
会
場
　2
月
3
日（
木
）

問
合
せ

　福
井
市
役
所
　し
ご
と

支
援
課
　
　ＴＥ
Ｌ   

20
ー
５
３
２
１

　
　
　
　
　
　Ｆ
Ａ
Ｘ   

20
ー

５
３
２
３

17



　寒い冬、暖かい家の中で過ごすことが増えてきましたね。ストーブやヒーターなどの暖房器具で暖をとる

ご家庭も多いと思います。みなさんはそれらの機器を正しく使えていますか？暖房器具は手軽に部屋を暖め

ることができて大変便利な反面、たくさんの危険が潜んでいるものでもあります。「ついうっかり…」が思わ

ぬ事故にならないように、一度ご家庭の暖房器具の使い方を見直してみましょう。

ゆたんぽで低温やけどゆたんぽで低温やけど

　ゆたんぽを使用中、脚に低温やけどを負った。
（2015年２月　神奈川県）

　ゆたんぽを長時間脚に接触させて使用したため、
低温やけどを負ったものです。

事 例

原 因

　同じ部分を長時間温めないでください。ゆた
んぽのほか、こたつや使い捨てカイロなどでも
発生します。違和感を覚えたら直ちに使用を中
止してください。

ガソリンを誤給油して火災ガソリンを誤給油して火災

　石油ファンヒーターを使用中、製品・その周辺
で火災が発生し、住宅を全焼、１名が死亡した。

（2016年1月　神奈川県）

　誤ってガソリンを給油して点火したため、異常
燃焼を起こし、火災に至ったものです。

事 例

原 因

　給油する油種を確認しましょう。灯油は無色
透明ですが、ガソリンには色がついています。

就寝中に一酸化炭素中毒就寝中に一酸化炭素中毒

　石油ストーブをつけたまま就寝し、一酸化炭素
中毒で死亡した。
(2013年12月　島根県)

　密閉した室内で使用していたため、給気不足か
ら不完全燃焼状態となって一酸化炭素が発生した
ものです。

事 例

原 因

　使用中はこまめに換気を行ってください。
　就寝時はストーブを使用しないでください。

　電気ストーブ付近から出火し、集合住宅の一室
を全焼した。
(2014年２月　岐阜県)

　電気ストーブをベッドの近くで使用していたた
め、布団がヒーターに触れて火が付いたものです。

事 例

原 因

　寝るときはスイッチを切ってください。
　近くに燃えやすいものを置かないでください。

電気ストーブに布団が電気ストーブに布団が
触れて火災触れて火災

問合せ  消防本部 予防課　 TEL  63－0119

有料広告有料広告

　　

住宅火災から命を守る５つのポイントについて動画を制作しました。
ぜひご覧ください。えい坊チャンネルでも放映中！ ▶︎
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　 保 健 通 信保 健 通 信

申込み・問合せ   保健センター（松岡福祉総合センター内） TEL.61ー0111

母子保健事業日程

※対象の人には個別にご案内させていただきます

健診・相談内容 対象児 日　程 場　所 受付時間

育児相談 令和３年９月～10月生まれ ２月８日（火）

保健センター

９～11時

１歳６か月児健診 令和２年６月16日～７月31日生まれ ２月16日（水）
13～14時

３歳児健診 平成30年12月16日～平成31年１月31日生まれ ２月18日（金）

がん検診をまだ受診されていない人は、個別検診をお受けください。

※個別検診を受診するには、永平寺町発行の「がん検診受診券」が必要です。お手元に「がん検診受診券」がない人で、受診を
希望される人は、保健センターまで問い合わせください

①受診を希望する指定医療機関に各自が電話で申し込みをしてください
② 「がん検診受診券」「健康保険証」「自己負担金（必要な人のみ）」を持参のうえ、申し込みした医療機関で受診してください

がん検診はお済みですか？ がん検診はお済みですか？ 
●実施期間　　　２月28日（月）まで　　
●検診場所　　　指定医療機関
●受診までの流れ

●実施期間　２月28日（月）まで
●申込み先　住民生活課（TEL61－3945）
　※特定健診受診券は、申し込み後に発送します

●実施期間　１月31日（月）まで
●申込み先　保健センター（TEL61－0111）
　※高齢者健診受診券は、申し込み後に発送します

【高齢者個別健診】

【特定個別健診】

冬の入浴
ヒートショックに気を付けて

高齢者個別健診は今年度最後となります。
高齢者個別健診をご希望の人はお急ぎください。

申込み先：保健センター（TEL61－0111）
提出場所：保健センター（松岡福祉総合センター内）　　
　　　　　玄関カウンターにある冷蔵庫
提出日時：平日、第２日曜日、第４土曜日
　　　　　午前８時30分から午後５時15分まで
提出期限：２月28日（月）まで

大腸がん検診

がんの個別検診

大腸がん検診は、検査キットを提出するだけ!
大腸がん検診【便潜血検査】とは…？
●便に潜む血液の有無を調べる検査です
●便の表面をまんべんなくこすり、検査キットに入れて
提出します

●ご希望の人は下記までお申し込みください。検査キッ
トをご自宅まで郵送します

●永平寺町保健センターから容器を送付されて未提出の
人は、期限内にご提出ください

ヒートショックとは
　急激な温度差によっておこる体調トラブルのこと。寒い脱衣
所・浴室から熱い浴槽に入ると温度差で血圧が急上昇・急降下
し脳や心臓に大きなダメージを与え、命に危険が及ぶこともあ
ります。かけ湯なしの入浴や長湯は注意が必要です。

＜対策＞
●浴槽につかる前はかけ湯をする
●脱衣所を暖かくしておく（20度以上）
●入浴前に家族にひと声かける。遠方に家族
がいる場合はメールなどで安否を伝える

●入浴は浴槽全体が温まってから
●入浴前後に十分な水分補給をする

まだ間に合います!

　体重測定や血圧測定など、自分で健康チェックす
ることは自分の身体の変化を知り、健康的な生活を
維持するために大切です。日頃から意識してチェッ
クをしましょう。

＜永平寺町の現状＞
●定期的に体重測定や血圧測定など健康

の自己チェックをしている割合が低い

●毎日体重を測り、記録してチェックしましょう

●必要な人は血圧を測り記録しましょう

第11条 毎日体重を測る

永平寺町健康づくり
1
いい

1からだ条
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問合せ  子育て支援課　 TEL  61－7250

問合せ  学校教育課　 TEL  61－3937

令和４年度
放課後児童クラブ入会のご案内

第６回第６回
永平寺町学校のあり方検討委員会永平寺町学校のあり方検討委員会

設置場所

【入会申請書の入手】

【申請書の提出先】

【添付書類】

【申込み期間】

　放課後児童クラブは、町内小学校区ごとに７か所設けられています。ここは、両親や同居およ
び校区内の祖父母が、就労などのために放課後に児童を見守ることができない、町内の小学校に
在籍する１年生から６年生までの児童をお預かりするところです。
　来年４月以降の入会申請の受け付けを開始しますので、入会を希望される場合は、期間内に申
請をお願いします。※毎年の更新が必要です

　将来を見据えた望ましい学校教育環境の整備に資
するため、町内小中学校のこれからのあり方を検討
する『永平寺町学校のあり方検討委員会』の第６回目
の会議を11月26日に開催しました。
　今回は、第５回委員会でのご意見をもとに修正し
た答申案を説明し、委員全員からご意見をいただき
ました。その結果、再修正が必要となりましたが、
再修正案の提示と意見聴取は郵送で行うこととなり
ました。再度の会議開催は、再修正案に対するご意
見によって柔軟に判断します。
　会議資料や議事録などは、随時、町ホームページに掲載してまいりますのでご覧ください。

※詳細については、小学校または幼児園を通じて対象児童に配布した入会案内をご覧になるか、
子育て支援課にお問い合わせください

※１については、新型コロナの収束の見通しが立つまでは吉野小学校で運営

・松岡第１児童クラブ※１年生（松岡小学校内）
・松岡第２児童クラブ※２～６年生（松岡小学校内）
・御陵児童クラブ（御陵小学校体育館内）
・吉野児童クラブ（吉野地区コミュニティ消防センター内）※１
・志比南児童クラブ（志比南小学校内）
・志比児童クラブ（永平寺町役場永平寺支所内）
・志比北児童クラブ（永平寺生活改善センター内）
・上志比児童クラブ（やすらぎの郷内）

子育て支援課・各児童クラブ

各児童クラブ

雇用証明書（留守家庭を証明する証明書）など

１月11日（火）～１月31日（月）
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住み慣れた地域で安心できる暮らしを
続けていくために

　「介護予防・日常生活支援総合事業」に続いて、「高齢者虐待」について紹介します。
　高齢者虐待は、誰にでも起こりうる問題です。「虐待」というと、テレビのニュースで耳にする事件と思っている
かもしれません。しかし、身近な地域でも通報や相談がされています。

〇負担を軽くする
　・周囲に助けを求めましょう
　・地域包括支援センターに相談しましょう
　・一人で抱え込むことはやめましょう
　・さまざまな介護サービスがあります
　・成年後見人制度（認知症などにより判断能力が十分でない人の預貯金などの管理を本人に代わって支援する
制度）があります

〇高齢者の状態を理解する
　　高齢者が認知症を発症している場合があります（言っていることを理解していないように感じる場合など）。
　　認知症とは、脳の病気で、少し前のことを覚えられなくなるなど、生活に支障が出てきます。しかし、認知
症を発症していると接し方で症状は大きく変わります。怒ったり叱ったりするとより症状が悪化します。でき
ないことを責めず、できることをほめることで落ち着き、笑顔になります。

もし、虐待に気付いたら
　地域包括支援センターや役場福祉保健課などに相談しましょう。
　虐待をしている人は「虐待をしている」という自覚がない場合も多くあります。「言うことをきかないから・・・」
仕方ないと考えていることもあります。
　もし、みなさんが気付いたら、虐待がエスカレートしないためにも相談機関に相談しましょう。

 相　談  地域包括支援センター　 TEL  61－6166　　  問合せ  福祉保健課　 TEL  61－3920

◇身体的虐待・・・たたく、つねる、ける、ベッドに縛りつけるなど
◇心理的虐待・・・子ども扱いをする、怒鳴る、ののしる、恥をかかせるなど
◇介護等放棄
   ネグレクト・・・食事を与えない、おむつを替えない、劣悪な環境に放置するなど
　セルフネグレクト・・自らの生命、健康、生活を損なうまま放置している状態（この状態の高齢者も多く、
　　　　　　　　　周囲の支援が望まれます）
◇経済的虐待・・・本人に必要なお金を使わせない、本人の不動産、年金を意思に反して使用するなど
◇性的虐待・・・・性器への接触、下半身を裸にして放置するなど

虐待とはどんなこと？

高齢者虐待の背景は？高齢者虐待の背景は？

・介護が必要
・介護が長期になっている
・認知症を患っている　など

虐待される側虐待される側
・介護負担が重い
・介護の知識不足　など

虐待する側虐待する側

介護をする人の負担を減らすためには？介護をする人の負担を減らすためには？
　介護をする人は、介護という経験したことがない役割を果たすことに不安や疲れ、ストレスを感じることが
多いようです。また、ほかの家族の協力がない場合など孤独感も強く追い詰められていくのかもしれません。
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SHOJINアワード2022 募集
　今年のテーマは、「永平寺町の食文化」です。
　あなたがおすすめする「永平寺町の食といえば！」を写真に撮って応募ください。スマホ撮影で
もＯＫです。

●締め切り　７月31日（日）まで
●応募方法　メール

詳細はコチラ↑

１.写真

２.説明（場所、撮影者の思いなど簡単に）

３.応募者の情報（名前、住所、連絡先）
　上記１～３をメール本文に入れて、タイトルを「SHOJINアワード2022応募」としたうえで、
商工観光課（shoko@town.eiheiji.fukui.jp）までご応募ください。

【著作権とその他の権利について】
　応募作品の著作権は応募者に帰属しますが、使用権は主催者に帰属し、応募者の承諾を得ること
なくＳＮＳや印刷物、イベントなどにおいて無償で利用できることとします。
※応募された写真の使用にあたり、必要に応じてトリミングやデザイン処理などの加工をする可能

性がありますので、ご了承ください 

【注意事項】
①ほかのフォトコンテストなどで入賞していない写真または未発表の写真が対象です
②応募作品は審査を行い、令和５年のカレンダーに使用させていただきます。また、町のホーム

ページやインスタグラムなどＳＮＳ上などで活用します
③個人情報は、必要な範囲で使用させていただきます。氏名（ニックネーム可）、住所（区名まで）を

明示します
④応募作品において第三者からの権利侵害や損害賠償などの苦情・異議申し立てがあった場合、主

催者は一切の責任を負わず、費用負担などを含め応募者がすべて対処することとします。なお、
人物や著作権・商標権などの権利を有する被写体を撮影する場合は、応募者の責任において応募・
使用の許諾を得てください
⑤選考の方法や過程に関する質問などには応じられませんので、ご了承ください
⑥予告なく本企画を変更する場合があります。あらかじめご了承ください

応募・問合せ  　ブランド戦略推進委員会（永平寺町役場商工観光課内）
　　 TEL  61－3921　 メール  shoko@town.eiheiji.fukui.jp

 問合せ  福井年金事務所　 TEL  23－4518　　住民生活課　 TEL  61－3945

知っておきたい 国 民 年 金
20歳になったら、国民年金に加入します！

①『日本年金機構』から、20歳で国民年金該当の人には、“国民年金加入”の
通知が届きます

②書類を確認し、「国民年金保険料免除・納付猶予申請」または、「国民年金
保険料学生納付特例申請」を希望される場合は、役場（各支所）に各申請
書をご提出ください

　本人またはご家族が、以下の物をご持参ください
　●各申請書　
　●学生証のコピー（学生で“学生納付の特例”を申請の場合）

※お勤め先で、厚生年金などに加入されている人は、加入しません
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　新型コロナウイルス感染症対策の一環として、水道料金（基本料金・メーター貸付料）の減免を令和
３年９月使用分（令和３年10月請求）から令和３年11月使用分（令和３年12月請求）まで実施しており
ましたが、減免期間終了にともない、令和３年12月使用分（令和４年１月請求）より通常料金での請
求となりますので、ご留意ください。

　マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように申し込みをした人で、40歳以上の人は、
令和２年以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになりました。

　新型コロナの影響による収入減や失業、仕事を辞めて収入が減った、家族の介護費や病気・けがに
より高額な医療費が生じたなど、さまざまな理由で家計が苦しくなり、税金や各種料金の支払いに困っ
ていませんか？

　税務課では、滞納となった税金や各種料金の徴収だけでなく、納税者の生活状況をお聞きしたうえ
で、関係各課と連携し、次のような生活再建・改善に向けた相談、アドバイスを行っています。

〇公的年金や生活保護費を受給できないかなどの相談
〇多重債務を抱えているなどの場合には解決に向けた弁護士との相談窓口
〇生活改善のための消費生活、就労へのアドバイス
〇福井県福井健康福祉センターへの相談窓口　　など

　税金や各種料金が滞納となる前に、あるいは滞納額が少額な時点で、役場税務課債権管理室にお気
軽にご相談ください。

水道料金（基本料金・メーター貸付料）の減免期間終了

マイナンバーカードで健診結果が閲覧できます

税金・各種料金の支払いにお困りの人へ

問合せ  上下水道課　 TEL  61－0277

問合せ  住民生活課　国民健康保険係　 TEL  61－3945

問合せ  税務課　 TEL  61－3944
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自然動態

生産年齢人口（15歳以上65歳未満）の割合　【現在】 57.1%　【１年前】 57.1%

社会動態

18,187
8,853
9,334
6,499

18,161
8,852
9,309
6,492

10
７
３

-６
５
-11

-30
-13
-17

-20
-６
-14

45
22
23

-51
-17
-34

-26
-１
-25
-７

-179
-77
-102
+49

人口（人）

男（人）

女（人）

世帯数（世帯）

11/１現在 出生 死亡 計 転入 転出 計
前月比 １年前と

比べると
R３

12/１現在
R３町の人口

こんにちは！
食改です

1 はくさいは１口大、たまねぎは薄切り、にんじんは花型に
抜く。

2 ウインナーは斜め切りにする。

3 ブロッコリーは小房に切りゆでる。

4 鍋にサラダ油を熱し、1を炒め、コンソメスープを注いで煮

込む。柔らかくなったら2と★を加える。

5最後に3 を加える。

作り方

はくさいとウインナーのカレーソース煮

1人分の
　野菜量

1人分エネルギー285Kcal、たんぱく質8.3ｇ、食塩相当量2.4ｇ、野菜量198.7ｇ

「簡単レシピGOGO野菜」
福井県健康福祉部健康政策課より

今回紹介するレシピは「はく
さいとウインナーのカレー
ソース煮」です。
野菜嫌いのお子さんにおすす
めです。
（保健センター　61ー0111）

198.7g

ウェブサイトでもレシピ公開中▶

材料（４人分）

はくさいと
ウインナーの
カレーソース煮

はくさい..............................500ｇ
たまねぎ .............................100ｇ
にんじん ...............................75ｇ
ブロッコリー ........................120ｇ
ウインナー ............................４本
コンソメスープ...................300ｃｃ
★牛乳 ..............................200ｃｃ
★カレールウ..........................60ｇ
★こしょう　..........................少々
サラダ油 .........................大さじ２

☆さいとう かのんちゃん☆☆ゆうき あおいちゃん☆

☆にわ せいたろうちゃん☆☆おおた ひなちゃん☆

☆きど ちづきちゃん☆☆すぎもと れおちゃん☆

☆ひらばやし あおいちゃん☆☆すぎもと たけるちゃん☆

食べることが大好きな芙

美ちゃん。なんでも豪

快に、美味しそうに食べ

ます！

最近よく喋るようになった
政晴くん。いつもお姉
ちゃんの後にくっついて真
似をしているね。元気に
大きくなってね。

加藤 芙美ちゃん
（２才）松岡春日３

ふ　み

中西 政晴くん
（１才）松岡観音２

まさはる

おくやみ（11月届出順・敬称略）

【松岡樋爪】
♥山田 悠介（坂井市）

♥森 愛生（松岡樋爪）

【越前市横市町】
♥池端 雄貴（松岡上合月）

♥赤尾 沙理子（越前市）

【松岡観音３】
♥荒川 貴康（坂井市）

♥野村 利華（大野市）

【松岡薬師１】
♥高村 和志（松岡志比堺）

♥宮本 明枝（大野市）

【栗住波】
♥富金原 大介（福井市）

♥鈴木 綾香（栗住波）

（11月届出順・敬称略）

ウエディング
WEDDING

松岡下合月

松岡湯谷

飯島

東古市

北島

松岡学園

松岡春日２

鳴鹿山鹿

松岡吉野

東古市

松岡松ケ原３

松岡上吉野

松岡兼定島

山王

松岡松ケ原４

松岡下合月

荒谷

浅見

諏訪間

松岡湯谷

荒谷

松岡葵１

松岡領家

松岡西野中

山王

法寺岡

前川惠美子

大道　進武

酒井　房子

渡辺　利正

佐藤　　弘

　瀬　俊幸
馬場　信一

山口美代子

田邊　博邦

（83歳）

（79歳）

（71歳）

（87歳）

（90歳）  

（53歳）

（92歳）  

（79歳）

（88歳）

前川　積男

加藤喜代子

清水　文子

秋野百合子

坂森つぢ子

松谷アサヲ

筧 　 香

荒井ふ　子
吉田　孝子

（81歳）

（78歳）

（95歳）

（89歳）

（87歳）  

（106歳）

（91歳）  

（98歳）

（79歳）

赤ちゃん
B A B Y

（11月届出順・敬称略）

★柚木 蒼陽（あおい）...男
　保護者（勇人・理絵）／鳴鹿山鹿

★丹羽 晟太郎（せいたろう） 男
　保護者（良太・奏）／松岡木ノ下２

★齋藤 蘭音（かのん）...女
　保護者（聖人・茜）／松岡窪

★大田 妃夏（ひな）.....女
　保護者（満・莉沙）／松岡御公領

★木戸 千月（ちづき）...女
　保護者（一樹・千春）／松岡御公領

★平林 蒼唯（あおい）...男
　保護者（良太・夕佳）／法寺岡

★佐野 奨真（しょうま）..男
　保護者（茂孝・詩織）／藤巻

★青山 朝日（あさひ）...男
　保護者（大雪・笑子）／松岡春日２

★杉本 玲音（れお）.....男
　保護者（将汰・真由）／松岡越坂２

★杉本 健（たける）......男
　保護者（徹・博子）／松岡葵３

中村紀代美

長谷川和代

荒井キヨ子

澤崎純一郎

仲山　一男

荒井コイサ

大森　幹範

松　　金松

（80歳）  

（91歳）

（92歳）  

（65歳）

（91歳）

（99歳）  

（71歳）

（85歳）

26

自然動態

生産年齢人口（15歳以上65歳未満）の割合　【現在】 57.1%　【１年前】 57.1%
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12/１現在
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食改です

1 はくさいは１口大、たまねぎは薄切り、にんじんは花型に
抜く。
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3 ブロッコリーは小房に切りゆでる。

4 鍋にサラダ油を熱し、1を炒め、コンソメスープを注いで煮

込む。柔らかくなったら2と★を加える。

5最後に3 を加える。
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ソース煮」です。
野菜嫌いのお子さんにおすす
めです。
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